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６ 高齢期の人事戦略と
人事管理の実態
－60歳代後半層の雇用状況と法改正への対応－



は　し　が　き

本書は、「高齢期の人事戦略と人事管理の実態調査」の結果を紹介する目的で作成しました。
令和 2年 3月には、高年齢者雇用安定法が改正され、企業に 70歳までの高年齢者就業確保措置
を講じることを求めています（努力義務）。このため、企業では、70歳までの就業を見据えた人
事管理の構築が必要になります。
上記の質問紙調査は、令和 2年改正法の施行後の高齢者の雇用状況等を把握するために実施し
ました。この調査では、2つの柱を設けています。一つは、65歳以降の社員の活用状況の把握です。
企業における 65歳以降の雇用の全体像を捉えるため、令和 2年改正法への対応や 65歳以降の
雇用状況、65歳以降の社員の活用方針や人事施策の整備状況、を把握する調査項目を設けてい
ます。もう一つは、60歳代前半層の人事管理と 50歳代の人事管理（特に報酬管理）の把握です。
65歳以降の雇用を進めると、60歳代前半層や 50歳代の人事管理の改革も必要になりますし、
60歳代前半層の人材活用が成功すれば 65歳以降の雇用が増えることも期待されます。65歳以
降の雇用と、60歳代前半層や 50歳代の人事管理との間に相互の連関が予想されます。このため、
本調査では 65歳よりも前の年齢層の人事管理の実態を把握する調査項目も設けています。
上記の質問紙調査では、3,105社からのご協力を戴きました。本書では、その回答結果を紹介
しています。調査の全体像がわかるように、本書は、以下のⅣ部の構成としました。Ⅰ部では本
書の概要を紹介し、Ⅱ部では規模や業種を軸とした調査票の全問クロス集計結果を掲載していま
す。Ⅲ部では、65歳以降の人事施策と 60歳代前半層の人事施策に関する論考を紹介し、Ⅳ部で
は質問紙調査の調査票を載せています。高齢者の人事制度の設計・改定を検討する際に、本書が
参考になりますと幸いです。
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【高齢者に関する用語の定義】 本書では、高齢者を示す用語とし、以下を用いる。

「60代後半社員」：「59歳以前では正社員として雇用し、かつ 65歳以上も自社内で雇用する社員」の集団の総称。

「65歳以降の社員」：上記に該当し、かつ実際に雇用される人。

「6 0代前半社員」（60歳代前半層）：「59歳以前では正社員として雇用し、引き続き 60歳以降も雇用する 60歳から
64歳までの社員」の集団の総称。

「60歳代前半層」：「60代前半社員」と同義。調査票では「60歳代前半層」を用いている。Ⅱ部では調査結果を紹介
するため、「60代前半社員」を「60歳代前半層」と表記している。
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